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�愛媛県告示第１５１７号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１５年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５１８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、五十崎町国営開発土地改良区から次のとおり役員が

就任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１５年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１５１９号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１５年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

温泉郡中島町大字神浦３５１８の５、３５１９の６

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１５２０号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１５年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

東宇和郡野村町大字旭２９の２（次の図に示す部分に限る

。）

２ 保安林として指定された目的

干害の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び野村町役

場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１５２１号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第

１１２条第１項の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し

、及び２のとおり指定漁船調書を縦覧に供する。

平成１５年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出事項
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告 示

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

松山笠置記念心
臓血管病院 松山市末広町１８番地２ 笠 置 康

平成１８年
７月１４日
まで

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 宮 岡 廣 行 喜多郡五十崎町大字平岡甲９０８番地

〃 山 田 博 文 喜多郡五十崎町大字福岡乙１３０番地

〃 小 西 敬 雄 喜多郡五十崎町大字平岡甲１８６４番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 永 隆 男 喜多郡五十崎町大字古田甲１５８４番地

〃 西 山 芳 弘 喜多郡五十崎町大字重松甲１２９８番地

〃 奥 島 義 範 喜多郡五十崎町大字大久喜甲２３９番
地１
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２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

平成１５年７月２２日から同年８月５日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

�愛媛県告示第１５２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（松山地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第
１項の申出をする漁業協同組
合の名称

温泉郡中島町大字津和地２８５
福 島 岩 雄

温泉郡中島町大字津和地１２８２
山 本 久 一

温泉郡中島町大字津和地３８１
梶 川 秀 樹 中 島 三 和 中島三和漁業協同組合

松山地方局管内の加入区 松山地方局産業経済部水産課

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 石鎚丹原線 周桑郡小松町大字妙口字川崎甲７２８番５地先
旧 ６．０ ０．０１３

新 ７．２ ０．０１３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 石鎚丹原線 周桑郡小松町大字妙口字川崎甲７２８番５地先 平成１５年７月２２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 名駒友浦線
越智郡吉海町大字名駒５４２番２地先から

同大字５４２番１地先まで
平成１５年７月２２日

〃 〃
越智郡吉海町大字南浦８１９番１地先から

同大字７５４番地先まで
〃
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�愛媛県告示第１５２５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１５年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５松局伊土検（開）第１５号

平成１５年７月９日
伊予郡松前町大字中川原字新田４４８番１

松山市古川北四丁目８番４号
有 光 健 茂

１５松局建（開）第１４号

平成１５年７月４日
北条市別府１０４６番３

北条市夏目甲６０１番地４６
清 水 保 則

１５松局建（開）第１５号

平成１５年７月４日
温泉郡重信町大字樋口字向井甲９８２番３、甲９８２番５及び甲９８２番７

温泉郡重信町大字樋口９８２番地２
磯 金 高 広

１５西局丹土（開）第４号

平成１５年７月８日

周桑郡小松町大字妙口字山崎甲２９２番１、甲２９２番３、甲２９２番４及
び甲２９２番３地先水路

周桑郡小松町大字妙口甲１０３４番地１
有限会社 日野石油店
代表取締役 日 野 昇
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